
別添 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

１． 開催日時 

令和４年３月２４日（木） １４時００分から１５時４０分まで 

 

２． 開催形式 

Ｗｅｂ会議システム（Ｓｋｙｐｅ ｆｏｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ）を用いたオンライン形式 

 

３． 説明内容 

(1)  第１部：ご利用者向け（１４時００分から１５時００分まで）   

信書便制度の概要、信書の定義及び信書便事業の現状とサービスの事例 

   (2)  第２部：事業参入ご希望者向け（１５時１０分から１５時４０分まで） 

特定信書便事業の規律、申請書類と記載事項及び事業開始以降の遵守事項 

４． 参加資格・参加費 

東北管内の信書の送達サービスに関心をお持ちの方、参加費無料 

５． 参加申込方法 

      参加希望の方は、参加申込書に必要事項を記入の上、電子メールにより、令和４年３月１１日（金）までに、

tohoku-shinshobin _atmark_soumu.go.jp あて送信ください。 

     なお、参加申込書の電子ファイルは、東北総合通信局ホームページの本件に係る報道資料

（https://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/hodo/20220225b1001.html）からダウンロードすることができます。 

※ スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。 

※ Web 会議システムの都合上、希望者多数の場合は調整させていただくことがあります。また、参加いただく方に

は、本説明会終了後、アンケートへのご協力をお願いしたいと考えておりますので、あらかじめご承知おきください。 

 

６． 個人情報の取扱い 

  いただいた個人情報については、本説明会を実施する目的以外には使用しません。 

 

令和３年度信書便制度説明会 

現在、信書便事業は、全国で５８９事業者が参入し（R4.2.25 時点）、各事業者による創意工夫を凝

らしたサービスが提供されています。 

今般、信書便事業に関するご理解を深めていただき、いわゆる「信書便法」の適正な運用を図ると

ともに、信書便事業への新規参入拡大を図ること等を目的として説明会を開催します。 

本説明会は、第１部で信書便制度とはどのようなものか、信書便事業の現状等について、 第２

部では信書便事業参入の手続等について説明します。 

この機会に是非ご参加いただければ幸甚です。 

参加無料 



 

（送 信 先） 東北総合通信局 信書便監理官 あて 

           電子メール：tohoku-shinshobin@soumu.go.jp 

 件名：【※団体名等】令和３年度信書便制度説明会参加申込 

                          ※団体名等については、貴団体の名称等（短縮表示も可）をご記入ください。 

 

 

 

 

 

令和４年  月  日 

   ＜留意事項＞ 

  ・Web 会議システムの都合上、希望者多数の場合は、調整させていただくことがあります。 

・参加いただく方には、後日、視聴方法等をお知らせいたします。 

・会議の録音・録画はご遠慮ください。その他、主催者の指示に従っていただきますようお願いいたします。 

・参加いただく方には、本説明会終了後、アンケートへのご協力をお願いいたします。 

・いただいた個人情報については、本説明会を開催する目的以外には使用しません。 

参加種別 

 ☐第 １ 部   ／   ☐第 ２ 部 

※ 希望するものに付してください。 

※ 第１部及び第２部の両方への参加も可。 

団体名・企業名  

連 絡 先 

 

電話番号                               

 

住  所                               

 

E- m a i l： 

参加者名 

計（    名） 

(所属・役職・氏名) 

 

 

 

 

令和３年度「信書便制度説明会」参加申込書 

mailto:tohoku-shinshobin@soumu.go.jp

